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令和３年瀬戸市議会９月定例会提出予定議案等の概要  

 

１ 条例及び単行議案関係  

第５７号議案  行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整理

に関する条例の制定について  

担当課・係名  行政課 法務管理係  

１ 条例制定の理由  

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律の一部改正に伴い、関係条例中所要の事項を整理するもの  

２ 条例制定の概要  

 ⑴ 本条例で改正の対象となる条例  

  ア 瀬戸市個人情報保護条例  

  イ 瀬戸市行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報

の提供に関する条例  

⑵ 主な内容  

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律第１９条（特定個人情報の提供の制限）の各号に号ず

れが生じることに伴い、⑴に掲げる条例において引用している号

を改める。  

  ※  条例の内容に変更は生じない。  

 ⑶ 施行期日等  

   公布の日  

３ 条例制定に係る根拠法令  

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成２５年法律第２７号）  
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第５８号議案  南・東庁舎空調設備更新工事請負契約の締結について  

担当課・係名  行政課 法務管理係  

１ 議案提出の理由  

  南・東庁舎空調設備更新工事の請負契約を締結するに当たり、議

会の議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

⑴ 契約金額  

  ２９２，３８０，０００円  

 ⑵ 工事場所  

   瀬戸市追分町６４番地の１  

 ⑶ 工事概要  

  ア 工事箇所  

瀬戸市役所南庁舎及び東庁舎  

イ 工事内容  

空調機器を更新する工事一式  

南庁舎 ガス吸収冷温水機２基（一部ガスヒートポンプ）  

東庁舎 ガス吸収冷温水機２基  

 ⑷ 工  期  

   本契約日の翌日から令和５年２月２８日  

 ⑸ 契約の相手方  

瀬戸市弁天町８３番地  

瀬戸ガス水道株式会社  

３ 議案提出に係る根拠法令  

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和５２年瀬戸市条例第１号）第２条  
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第５９号議案  押印を求める手続の見直しのための関係条例の整備に

関する条例の制定について  

担当課・係名  人事課 人事給与係  

行政委員会事務局  

１ 条例制定の理由  

  行政手続における押印原則の見直しに伴い、関係条例中所要の規

定を整備するもの  

２ 条例制定の概要  

 ⑴ 本条例で改正の対象となる条例  

  ア 職員の服務の宣誓に関する条例  

  イ 瀬戸市固定資産評価審査委員会条例  

 ⑵ 主な内容  

  ア 職員の服務の宣誓に関する条例  

宣誓書への押印を廃止する。  

  イ 瀬戸市固定資産評価審査委員会条例  

審査申出書等の書面への押印を廃止する。  

⑶ 施行期日等  

   公布の日  

３ 条例制定に係る根拠法令  

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項  

４ 条例制定に伴う影響、効果等  

  本市では、国からの通知等を踏まえ、令和３年９月末を目途と

し、申請書等への押印を廃止することを原則として見直しを進めて

おり、この度、条例で規定されている押印手続を廃止するため、議

案として提案するもの。  
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第６０号議案  瀬戸市手数料徴収条例の一部改正について  

担当課・係名  市民課 市民係  

１ 条例改正の理由  

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律の一部改正に伴い、条例中所要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

  条例中個人番号カードの再交付手数料の項を次のとおり削る。  

改正前  改正後  

個人番号カードの再

交付手数料  

１件につき８００円  ＜削除＞  ＜削除＞  

※  改正後は、市長が地方公共団体情報システム機構から委託を受けて、

再交付手数料（８００円）を徴収する。  

※  この改正による、窓口における手続等に変更は生じない。  

 ⑵ 施行期日等 

   令和３年９月１日  

３ 条例改正に係る根拠法令  

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成２５年法律第２７号）  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

 （参考）  

  令和２年度再交付手数料実績  

  １２８件（８００円／件）   １０２，４００円  
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第６１号議案  高規格救急自動車（救急５号車）及び高度救命処置用

資器材の買入れについて  

担当課・係名  消防課 庶務グループ  

１ 議案提出の理由  

  高規格救急自動車（救急５号車）及び高度救命処置用資器材の買

入れに当たり、議会の議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

⑴  買入物件  高規格救急自動車（救急５号車）及び高度救命処置

用資器材 

 ⑵ 設備内容 高規格救急自動車（四輪駆動）  

高度救命処置用資器材（気道確保用資器材、自動体

外式除細動器及び血糖測定器）  

感染症対応資器材（ストレッチャー取付式簡易アイ

ソレーター、オゾン発生装置及びサーマルカメラ）  

 ⑶ 買入価額 ３５，８６０，０００円  

 ⑷ 買 入 先 名古屋市熱田区桜田町２０番３４号  

愛知日産自動車株式会社  

３ 議案提出に係る根拠法令  

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和５２年瀬戸市条例第１号）第３条  

４ 議案提出に伴う影響、効果等  

現在配備している高規格救急自動車を耐用年数経過に伴い更新

し、引き続き救急活動を推進していく。  
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第６２号議案  瀬戸市子ども医療費助成条例の一部改正について  

担当課・係名  国保年金課 医療福祉係  

１ 条例改正の理由  

  民法の一部改正に伴い、並びに瀬戸市心身障害者医療費助成条

例、瀬戸市母子・父子家庭等医療費助成条例及び瀬戸市精神障害者

医療費助成条例との整合性を図るため、条例中所要の事項を改正す

るもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

 ア  成年年齢が２０歳から１８歳に引き下げられることに伴い、

該当関係条文を改める。  

 イ  助成の要件、助成の範囲、助成の方法等について、関係条文

の文言を整理する。  

 ※助成の要件、手続等に変更は生じない。  

 ⑵ 施行期日等  

   その他所要の事項を改正し、施行期日を公布の日及び令和４年

４月１日とする。  

３ 条例改正に係る根拠法令  

⑴ 民法（明治２９年法律第８９号）第４条  

⑵ 瀬戸市心身障害者医療費助成条例（昭和４８年瀬戸市条例第２

６号）  

⑶ 瀬戸市母子・父子家庭等医療費助成条例（昭和５３年瀬戸市条

例第３２号）  

⑷ 瀬戸市精神障害者医療費助成条例（平成１５年瀬戸市条例第１

６号）  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

 （参考）  

  子ども医療受給状況（令和２年度）  

   ⑴ 受給者数   ２５，１４０人  

   ⑵ 受給件数  ２０６，９８８件  

   ⑶ 支給額    ４９２，９４３千円  
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第６３号議案  瀬戸市心身障害者医療費助成条例の一部改正について  

担当課・係名  国保年金課 医療福祉係  

１ 条例改正の理由  

  瀬戸市子ども医療費助成条例の一部改正に当たり、同条例、瀬戸

市母子・父子家庭等医療費助成条例及び瀬戸市精神障害者医療費助

成条例との整合性を図るため、条例中所要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

⑴ 主な内容  

改正後の瀬戸市子ども医療費助成条例の条文に合わせ、心身障

害者医療の受給資格者に係る規定を整理する。  

※受給資格者、手続等に変更は生じない。  

 ⑵ 施行期日等  

その他所要の事項を改正し、施行期日を公布の日とする。  

３ 条例改正に係る根拠法令  

⑴  瀬戸市子ども医療費助成条例（昭和４８年瀬戸市条例第１２

号）  

⑵ 瀬戸市母子・父子家庭等医療費助成条例（昭和５３年瀬戸市条

例第３２号）  

⑶ 瀬戸市精神障害者医療費助成条例（平成１５年瀬戸市条例第１

６号）  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

 （参考）  

  心身障害者医療受給状況（令和２年度）  

   ⑴ 受給者数    １，４１１人  

   ⑵ 受給件数   ３４，６９７件  

   ⑶ 支給額    ２１９，１９０千円  
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第６４号議案  瀬戸市母子・父子家庭等医療費助成条例の一部改正に

ついて  

担当課・係名  国保年金課 医療福祉係  

１ 条例改正の理由  

  瀬戸市子ども医療費助成条例の一部改正に当たり、同条例、瀬戸

市心身障害者医療費助成条例及び瀬戸市精神障害者医療費助成条例

との整合性を図るため、条例中所要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

 ⑴ 主な内容  

改正後の瀬戸市子ども医療費助成条例の条文に合わせ、母子・

父子家庭等医療の受給資格者に係る規定を整理する。  

※受給資格者、手続等に変更は生じない。  

 ⑵ 施行期日等  

   その他所要の事項を改正し、施行期日を公布の日とする。  

３ 条例改正に係る根拠法令  

⑴  瀬戸市子ども医療費助成条例（昭和４８年瀬戸市条例第１２

号）  

⑵ 瀬戸市心身障害者医療費助成条例（昭和４８年瀬戸市条例第２

６号）  

⑶ 瀬戸市精神障害者医療費助成条例（平成１５年瀬戸市条例第１

６号）  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

 （参考）  

  母子・父子家庭等医療受給状況（令和２年度）  

   ⑴ 受給者数   １，７６１人  

   ⑵ 受給件数  ２２，３０５件  

   ⑶ 支給額    ６９，５３５千円  
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第６５号議案  瀬戸市精神障害者医療費助成条例の一部改正について  

担当課・係名  国保年金課 医療福祉係  

１ 条例改正の理由  

  瀬戸市子ども医療費助成条例の一部改正に当たり、同条例、瀬戸

市心身障害者医療費助成条例及び瀬戸市母子・父子家庭等医療費助

成条例との整合性を図るため、条例中所要の事項を改正するもの  

２ 条例改正の概要  

 ⑴ 主な内容  

改正後の瀬戸市子ども医療費助成条例の条文に合わせ、精神障

害者医療の受給資格者に係る規定を整理する。  

※受給資格者、手続等に変更は生じない。  

 ⑵ 施行期日等  

   その他所要の事項を改正し、施行期日を公布の日とする。  

３ 条例改正に係る根拠法令  

⑴  瀬戸市子ども医療費助成条例（昭和４８年瀬戸市条例第１２

号）  

⑵ 瀬戸市心身障害者医療費助成条例（昭和４８年瀬戸市条例第２

６号）  

⑶ 瀬戸市母子・父子家庭等医療費助成条例（昭和５３年瀬戸市条

例第３２号）  

４ 条例改正に伴う影響、効果等  

 （参考）  

  精神障害者医療受給状況（令和２年度）  

   ⑴ 受給者数   １，９７０人  

   ⑵ 受給件数  ３９，２９２件  

   ⑶ 支給額    ９７，４９８千円  
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第６６号議案  瀬戸市文化ホール舞台照明設備改修工事請負契約の締

結について  

担当課・係名  文化課 文化係  

１ 議案提出の理由  

  瀬戸市文化ホール舞台照明設備改修工事請負契約を締結するに当

たり、議会の議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

⑴ 契約金額  

  １６９，１４７，０００円 

 ⑵ 工事場所  

   瀬戸市西茨町１１３番地の３  

 ⑶ 工事概要  

  ア 工事箇所  

    文化ホール舞台  

  イ 工事内容  

舞台照明設備（照明負荷設備及び移動照明器具）を取り替え

る工事一式  

 ⑷ 工  期  

   本契約日の翌日から令和４年３月１０日  

 ⑸ 契約の相手方  

名古屋市中川区万場五丁目５１５番地  

株式会社ホクエー電工名古屋支店  

３ 議案提出に係る根拠法令  

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和５２年瀬戸市条例第１号）第２条  
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第６７号議案  土地区画整理事業に伴う町の区域の設定について  

担当課・係名  都市計画課 区画整理係  

１ 議案提出の理由  

  本市内に町の区域を設定するに当たり、議会の議決を求めるもの  

２ 議案の概要  

⑴ 設定の理由  

名古屋都市計画事業瀬戸塩草土地区画整理事業の施行により、

公共用地及び宅地の境界の位置が変更されるため、新たに町界を

整備後の道路、水路等によって定める必要があるもの。 

 ⑵ 区域の設定  

塩草町の一部を塩草が丘１丁目から塩草が丘４丁目までに設定

する。  

 ⑶ 設定の期日  

   名古屋都市計画事業瀬戸塩草土地区画整理事業の換地処分の公

告のあった日の翌日  

３ 議案提出に係る根拠法令  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項  

４ 議案提出に伴う影響、効果等  

 （参考）  

  名古屋都市計画事業瀬戸塩草土地区画整理事業の概要  

   ⑴ 施行面積  ４３．４ヘクタール  

   ⑵ 設立認可  平成１４年８月６日  

   ⑶ 事業費    ７，４７０，０００，０００円  

   ⑷ 計画戸数  約８７５戸  

計画人口   約２，８００人  

   ⑸ 事業施行期間 令和７年３月３１日まで  
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第６８号議案  市道路線の変更について  

担当課・係名  維持管理課 管理係  

１ 議案の概要  

  市道赤津４号線の起点及び終点を変更するもの  

  起点 変更前  赤津町１３８番１地先  

     変更後  赤津町１３８番１１地先  

  終点 変更前  赤津町１１７番５地先  

     変更後  赤津町１１７番１地先  

 

 

２ 予算関係  

 

 第６９号議案 令和３年度瀬戸市一般会計補正予算（第７号）  

 

第７０号議案  令和３年度瀬戸市国民健康保険事業特別会計補正予算（  

第１号）  

 

第７１号議案  令和３年度瀬戸市介護保険事業特別会計補正予算（第   

１号）  

 

 

３ 決算認定関係  

 

 認定第１号  令和２年度瀬戸市一般会計歳入歳出決算の認定について  

 

 認定第２号  令和２年度瀬戸市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について  

 

 認定第３号  令和２年度瀬戸市春雨墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

 

 認定第４号  令和２年度瀬戸市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

 

 認定第５号  令和２年度瀬戸市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について  

 

 認定第６号  令和２年度瀬戸市水道事業会計利益の処分及び決算の認定

について  

 

認定第７号 令和２年度瀬戸市下水道事業会計決算の認定について  
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４ 人事関係  

 

 同意第４号 瀬戸市教育委員会委員の任命について（教育部教育政策課）  

   瀬戸市教育委員会委員の任期満了（令和３年９月３０日）に伴うもの  

 

同意第５号 瀬戸市公平委員会委員の選任について（行政委員会事務局）  

   瀬戸市公平委員会委員の任期満了（令和３年９月２９日）に伴うもの  

 

 

５ 報告関係  

 

報告第１０号 令和２年度瀬戸市健全化判断比率の報告について  

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率を報

告するもの  

  

報告第１１号 令和２年度瀬戸市公営企業会計資金不足比率の報告につ

いて  

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、

水道事業会計及び下水道事業会計の資金不足比率を報告するもの  

 

報告第１２号  令和２年度瀬戸市一般会計予算継続費の精算について  

   地方自治法施行令第１４５条第２項の規定により、議会に報告するもの  

 

 報告第１３号 令和２年度瀬戸市水道事業会計継続費の精算について  

地方公営企業法施行令第１８条の２第２項の規定により、議会に報告す

るもの  

 

 報告第１４号 専決処分の報告について  

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会から市長の専決処分

事項として指定を受けた損害賠償の額の決定及び和解の専決処分について、

同条第２項の規定により議会に報告するもの  

 専決年月日  事 故 の 概 要 
損害賠償の額及び  

和解の内容  

１  
令 和 ３ 年  

５ 月 ３ １ 日  

令和２年１２月２８日水南小学校敷

地内において、相手方が運転する普通

乗用自動車がフェンスに接触し、当該

フェンスが損傷した物損事故  

相手方は、瀬戸市

に対し、金１２２，

９８０円を支払う。  

２ 
令 和 ３ 年 

６ 月 ２ ４ 日 

令和３年５月２２日井戸金町地内に

おいて、相手方普通乗用自動車が市管

理道路を走行中、道路の陥没部分には

まり、当該車両が損傷した物損事故  

瀬戸市は、相手方

に対し、金１０２，

８５０円を支払う。  
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報告第１５号 専決処分の報告について  

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会から市長の専決処分

事項として指定を受けた工事請負契約の変更の専決処分について、同条第

２項の規定により議会に報告するもの  

 専決年月日  工  事  名  
契  約  金  額  

変  更  前  変  更  後  

１ 
令 和 ３ 年 

６ 月 ２ ５ 日 

幡中南菱野線外

１路線道路改良

工事  

199,307,900円  202,998,400円  

 

 

報告第１６号 放棄した債権の報告について  

   瀬戸市債権管理条例第１７条第１項の規定に基づき、債権を放棄したの

で、同条第２項の規定により議会に報告するもの  

  １  放棄をした債権の名称  

    水道料金及び手数料  

  ２  放棄をした債権の件数及び金額  

    件数  ５０４件   金額  １，７９４，５３３円  

  ３  債権を放棄した日  

    令和３年３月３１日  

 

 

６ 提出関係  

 

 地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、出資法人等について経

営状況を説明する書類を提出するもの  

 

⑴ 令和２年度瀬戸市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出に

ついて  

 

⑵ 令和２年度一般財団法人瀬戸市開発公社の経営状況を説明する書類

の提出について  

 

⑶ 令和２年度瀬戸まちづくり株式会社の経営状況を説明する書類の提

出について  

 

⑷ 令和２年度公益財団法人瀬戸市文化振興財団の経営状況を説明する

書類の提出について  



参考資料第６７号議案
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参考資料第６７号議案
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参考資料第６７号議案
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参考資料 第６８号議案 
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参考資料 第６８号議案 



参考資料第６９号～第７１号議案

１　予算概要 （単位：千円）

① ②

①「その他」の説明 ②「一般財源」の説明

　・繰入金 　・繰越金

２　一般会計

(1)  主な内容 （単位：千円）

(2)  繰越明許費

道路維持管理事業、中水野駅地区区画整理事業

(3)  地方債の追加

道路維持管理

３　特別会計
(1)  国民健康保険事業特別会計

保険料還付金の補正を行うもの。

(2)  介護保険事業特別会計

令和２年度の国庫支出金等の精算による、返還金及び介護保険給付準備基金積立金の補正を行うもの。

73,249,774 83.5%

90,312

91.9%

166,000

10,437,312

4,227,401

102.1%

85.5%

1,136

1,136 258,312

7,832,358

98.2%

11,578,000 98.5%

介 護 保 険 事 業 10,347,000 90,312

H

205,206

92,312

市　　債

2,000

区　　分 目　的　及　び　内　容
国・県支出金

財　　源　　内　　訳

899,985 15,000 70 38,000

愛知県教育委員会からの委託を受け、幡山西小学校においてキャリ
ア教育の視点を取り入れた体験学習に取り組み、地域企業と連携し
たキャリア教育を推進するもの。

70 70キャリアスクールプロジェクト推進

市　債

297,518合　　　計 71,067,219 730,670 87,908 35,965 115,509

下 水 道 事 業 4,170,785 56,616

水 道 事 業 3,597,434 7,523

64,139

3,604,957

24,371,312 101.0%

2,000

企　 業　 会　 計 7,768,219

国民健康保険事業 11,576,000

74.5%

特　 別　 会　 計 24,279,000 92,312

15,000 70 38,000 1,136 166,000 41,046,104

そ　の　他 一般財源 A+B+C+D+E+F+G+H

一　 般　 会　 計 39,020,000 730,670 87,908 35,965 115,509 835,846

対前年同期比
A B C D E F G 国・県支出金

５月補正
６月補正
（初日）

６月補正
６月補正
（追加）

H　　の　　財　　源　　内　　訳 補正後予算額９月補正

令和３年度　　９月補正予算（案）概要

当　　初 ３月補正
３月補正
（専決）

事　　業　　名 補 正 額
一般財源そ の 他

道路維持管理
（太子町地内法面補修設計業務委託・工事分）

38,000 38,000
太子町地内で崩落した法面の復旧を行い、道路の安全を確保するた
め、法面補修の設計及び工事を行うもの。

路面下の空洞による陥没事故を防ぎ、道路の安全を確保するため、
路面下の空洞調査を行うもの。

土 木 費

教 育 費

路面下空洞対策 40,000 40,000

－20－　　　　　　　.



参考資料認定第１～７号

(単位：円）

歳 入 総 額 歳 出 総 額 実質収支額
歳 入 歳 出
差 引 額

54,993,834,295

10,515,496,011

10,283,29002,078,962,270

65,083,135

2,012,752,8102,979,677,500

2,089,245,560

水
道
事
業
会
計

0

0

収 益 的 収 入
及 び 支 出

65,083,135

翌 年 度 へ
繰り越すべき
財 源

11,513,757,459

0030,037,928

57,973,511,795 966,924,690

512,463,4370512,463,43711,001,294,022

30,037,928

後 期 高 齢 者 医 療
特 別 会 計

－－－1,220,746,751

－－3,103,083,387

－

資 本 的 収 入
及 び 支 出

1,105,011,859 1,607,302,399 －

316,961,080
資 本 的 収 入
及 び 支 出

介 護 保 険 事 業
特 別 会 計

下
水
道
事
業
会
計

収 益 的 収 入
及 び 支 出

2,642,276,173 2,556,201,897 －

－2,617,553,134

10,580,579,146

10,283,290

－

－ －

企
　
　
　
業
　
　
　
会
　
　
　
計

令和２年度　会 計 別 決 算 状 況

会 計 名

一 般 会 計

特
　
　
　
別
　
　
　
会
　
　
　
計

国 民 健 康 保 険
事 業 特 別 会 計

春 雨 墓 苑 事 業
特 別 会 計
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参考資料人事関係

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

加藤　髙明 H25.10.1 H29.10.1 R3.9.30

小澤　慎太郎 R2.10.1 R2.10.1 R6.9.30

竹川　典子 R2.10.1 R2.10.1 R6.9.30

中根　志保 H30.10.1 H30.10.1 R4.9.30

青山　貴彦 R1.10.1 R1.10.1 R5.9.30

田中　直美 R1.10.1 R1.10.1 R5.9.30

公平委員会委員（任期４年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

日比　剛 H22.12.15 H30.12.15 R4.12.14

小池　雄三 H27.7.6 R1.7.6 R5.7.5

中嶋　若菜 H29.9.30 H29.9.30 R3.9.29

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

加藤　繁紀 H14.1.22 R2.1.22 R5.1.21

鈴木　洋子 R1.12.21 R1.12.21 R4.12.20

竹本　弘司 R1.10.1 R1.10.1 R4.9.30

加藤  和守 H27.4.1 R3.4.1 R6.3.31

瀧本　友子 H29.1.20 R2.1.20 R5.1.19

伊藤　昌幸 H26.7.25 R1.12.21 R4.12.20

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

鈴木　洋子 R3.7.1 R3.7.1 R7.6.30

伊藤　勝朗 H22.10.1 H30.10.1 R4.9.30

水野　良一 R3.5.10 R3.5.10 R5.4.30

監査委員（任期４年）

行 政 委 員 会 委 員 名 簿

令和３年７月１日現在

教育委員会委員（任期４年）

固定資産評価審査委員会委員（任期３年）
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参考資料人事関係

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

上川　和子 H28.12.24 R2.12.24 R6.12.23

佐野　嘉崇 R2.12.24 R2.12.24 R6.12.23

戸田　千里 H28.12.24 R2.12.24 R6.12.23

井上　順子 R2.12.24 R2.12.24 R6.12.23

人権擁護委員（任期３年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

大橋　久美子 H10.3.1 H31.4.1 R4.3.31

野田　真澄 H17.7.1 R2.10.1 R5.9.30

伊藤　良三 H18.10.1 H30.10.1 R3.9.30

加藤　光昭 H29.4.1 R2.4.1 R5.3.31

畔栁　俊雄 H20.4.1 R2.4.1 R5.3.31

矢野　友子 H22.4.1 H31.4.1 R4.3.31

藤本　明伸 H22.7.1 R1.10.1 R4.9.30

今井　順子 H23.7.1 R2.10.1 R5.9.30

中島　富士子 H24.10.1 H30.10.1 R3.9.30

横江　俊次 H25.4.1 H31.4.1 R4.3.31

髙島　惠子 H27.10.1 H30.10.1 R3.9.30

副市長（任期４年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

青山　一郎 H27.6.16 R1.6.16 R5.6.15

教育長（任期３年）

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

横山　彰 H31.2.20 R1.10.1 R4.9.30

選挙管理委員（任期４年）

行 政 委 員 会 委 員 名 簿

令和３年７月１日現在
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参考資料人事関係

氏　　名 当初任命年月日 任命年月日 任期満了年月日

伊藤　泉 R2.7.20 R2.7.20 R5.7.19

小澤　早由里 H29.7.20 R2.7.20 R5.7.19

加藤　卓夫 H29.7.20 R2.7.20 R5.7.19

髙島　八十三 R2.7.20 R2.7.20 R5.7.19

加藤　安清 H29.7.20 R2.7.20 R5.7.19

加藤　隆晴 R2.7.20 R2.7.20 R5.7.19

作石　正太郎 H29.7.20 R2.7.20 R5.7.19

武田　晴光 H29.7.20 R2.7.20 R5.7.19

藤井　義廣 H29.7.20 R2.7.20 R5.7.19

松原　清 H29.7.20 R2.7.20 R5.7.19

伊藤　憲昭 R2.7.20 R2.7.20 R5.7.19

横道　厚子 H29.7.20 R2.7.20 R5.7.19

農業委員会委員（任期３年）

行 政 委 員 会 委 員 名 簿

令和３年７月１日現在
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参考資料報告第１０号、第１１号 
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